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取締役会の実効性評価結果の概要について 
 

当社は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するため、取締
役会の実効性を重要な経営課題の一つと位置付けており、当社取締役会は、その役割・責務
の遂行状況を継続的に点検・改善することを目的として、毎年度、取締役会の実効性評価を
実施しております。 

このたび、2025 年度に開催された取締役会について実効性の評価を実施し、その結果を取
締役会において報告・審議いたしましたので、以下のとおり概要をお知らせいたします。 
 
1. 実施内容 
評価対象 ： 2025 年 4 月から 2026 年 3 月までに開催された取締役会（計 16 回）及び 

指名報酬委員会（計 5 回） 
評 価 者 ： 全ての取締役（計９名、3 月末時点在任） 
評価方法： ５段階評価及び自由記入によるアンケート 
評価項目： 構成・運営／経営戦略・経営計画／リスク管理／指名・報酬／ 

株主等との対話／取締役個人としての貢献 
※ 評価項目には指名報酬委員会に関するものを含む 
 
2. 総合評価 

アンケート形式による 5 段階評価のポイントは前年度より向上しており、分析の結果、当
社取締役会は、運営面および監督機能において概ね適切に機能し、一定の実効性は確保され
ていると評価いたしました。特に、取締役会の運営方法や社外取締役を含めた自由闊達な議
論、情報提供の充実については、前年度から顕著な改善が確認されました。一方で、リスク
管理や重大リスク案件に対する監督機能については、モニタリングボードとしての更なる高
度化の必要性を認識いたしました（詳細は次頁「別紙」のとおりです）。 

当社は、本実効性評価の結果を踏まえ、抽出された課題に継続的に取り組むことで、取締
役会の監督機能と実効性を一層高めてまいります。 

以 上
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［別紙］分析・評価結果の概要 
項 目 2024年度の評価・課題 2025年度の取り組み・評価 今後の課題、取り組み 

取締役会の人
数・構成及び
機能・役割 

 社内取締役が多数であることにより、
独立性・監督機能が十分に発揮されに
くい 
 社外取締役を過半数とする体制への移
行 

 監査等委員以外５名（うち社外２名）＋監査
等委員４名（うち社外３名）の、社外役員が
過半数を占めるモニタリング型へ移行 
 社外取締役が取締役会議長を務める体制へ
の移行により、重要テーマに重点を置いた議
論の充実が図られた 

 モニタリング型取締役会としての機能
の定着と、更に実効性を高める為の長期
的な取締役会の方向性などに関する議
論の充実 

取締役会にお
ける審議事項 

 中長期的な経営戦略に関する議論の不
足 
 付議基準の金額引上げによる権限委譲
の促進 
 次期中期経営計画に向けた計画的な議
論の場の設定 

 取締役会規程の改訂により、重要な業務執行
の委任に関する一部の金額基準の引き上げ
（委任範囲の拡大） 
 中期経営計画策定を軸とした議論の充実 

 執行部門からの戦略の審議に必要な情
報提供 
 中長期的な経営戦略・資本配分・資本コ
ストに関する議論の更なる充実、深化 

社外取締役へ
の情報提供 

 監査等委員である社外取締役と、監査
等委員でない社外取締役との間の情報
量の格差 
 事前説明・情報提供の場の設定 

 監査等委員でない社外取締役への事前説明
会の実施 
 「社外取締役への情報提供」、「取締役会の
年間スケジュール」が高評価に 

 執行部門からの経営環境等に関する定
期的な情報提供 
 資料早期配布の継続的実施 

リスク管理体
制に係る監督 

 リスク管理に関する体系的説明や全体
俯瞰の議論の不足 
 リスクマネジメントの体制整備 

 サステナビリティ委員会を中心とした体制
整備・横断的審議の充実（リスク小委員会の
設置） 
 重点リスクの把握・議論の深化が改善テーマ
として残る 

 全社的リスク管理に関する俯瞰的・定期
的な議論の深化 
 重大リスク案件に関する取締役会への
報告・モニタリングの在り方についての
更なる議論の深化 

指名・報酬に
関する事項 

 後継者育成計画（サクセッションプラ
ン）の議論・体系化の不足 
 指名報酬委員会の議論内容の取締役会
への報告不足 
 取締役会での定期的議論機会の設定 

  指名報酬委員会と取締役会との連携強化（議
論内容の共有）により、指名・報酬の大項目
は改善し、評価も高まる。 
 一方で「後継者計画のモニタリング」に関す
る評価が低水準にとどまる。 

 経営トップを含む後継者計画に関する
議論、監督の更なる充実 

 


